
道 路 附 属 物 等 損 傷 届 出 書 

 

（あて先） 八 戸 市 長 

 

 下記のとおり道路附属物等を損傷したことを届出します。 

道路法第２２条に基づき損傷した道路附属物等は早急に原因者負担で当該復旧 

工事を施工し、復旧完了後は速やかに報告します。 

 

                        令和〇〇年〇〇月〇〇日 

                                     

 

      住 所  八戸市内丸一丁目 1-1 

 

      氏 名  八戸 太郎 

 

      生年月日  〇〇年〇〇月〇〇日（〇〇歳） 

 

      連 絡 先  ℡ 0178－43－2111 

 

 

 

      住 所  八戸市旭ヶ丘三丁目 1-105 

 

      氏 名  八戸 次郎 

 

      連 絡 先  ℡ 0178－25-2131 

 

      原因者との関係  長男 

 

 

記 

 

1. 路 線 名   柳町根城線 

2. 損 傷 場 所   八戸市大字糠塚字下道 1-2 

3. 損 傷 物 件   境界ブロック（縁石） 

4. 原 因   わき見運転 

5. 事故年月日   令和〇〇年〇〇月〇〇日 

6. 対 物 保 険   ☑有   □無   

7. 損 傷 写 真   別 添 

 

原

因

者 
 
 

代

理

人 

記記載載例例 

①①記記入入日日 

②②原原因因者者のの情情報報 

③③代代理理人人のの情情報報（（例例：：未未成成年年者者のの保保護護者者、、保保険険会会社社等等）） 

④④事事故故情情報報 


